
Ⅲ 平成12年基準消費者物価指数の概要 
 

１ 指数の性格 

消費者物価指数は，世帯の消費構造（バスケ

ット）を定め，これに要する費用が物価の変動

によってどう変化するかを指数で表すことによ

り，全国の消費者が購入する各種の財及びサー

ビスの価格の平均的な変動を時系列で測定する

ものである。したがって，世帯が購入する財と

サービスの種類，品質又は購入数量の変化に伴

う世帯の生計費の変化を測定するものではない。 
 
２ 指数算式 

指数の算式は，基準時加重相対法算式（ラス

パイレス型）である。品目iの基準時価格をＰ0i，

比較時価格をＰti，ウエイトをＷ0iとすれば，基

準時を100とした場合の比較時の指数Ｉtを求め

る算式は，次のように表される。 
 
       n Ｐti 

       Σ    Ｗ0i  
      i=1  Ｐ0i 

   Ｉt＝         × 100 
          n 
          Σ Ｗ0i      i : 品目 
         i=1         n : 品目数 
 
 

３ 指数の基準時及びウエイトの参照年次 

指数の基準時及びウエイトの参照年次は，平

成12年の１年間である。 

 

４ 指数品目 
指数計算に採用する品目は，世帯が購入する

財及びサービス全体の物価変動を代表できるよ

うに，家計支出の中で重要度が高いこと，価格

変動の面で代表性があること，さらに，継続調

査が可能であること等の観点から選定した594

品目に，持家の帰属家賃４品目を加えた598品目

である（「付表１ 平成12年基準消費者物価指数

品目情報一覧」参照）。 

なお，平成15年１月から，「パソコン用プリン

タ」及び「インターネット接続料」の２品目を

追加している。 
 
 

５ 価格資料 
指数計算に採用している品目の価格は，原則

として総務省統計局実施の小売物価統計調査に

よって調査された小売価格である。 
なお，技術革新が激しく，市場の製品サイク

ルが極めて短い「パソコン（デスクトップ型）」，

「パソコン（ノート型）」及びデジタルカメラ（平

成15年１月以降）については，同調査による価

格調査法では同品質の製品を継続的に調査する

ことが困難であるため，全国の主要な家電量販

店で販売された全製品のＰＯＳ情報を用いてい

る。 
小売物価統計調査の概要は次のとおりである。 

(1) 調査市町村 

調査市町村は，全国の市町村を人口規模や

地理的位置及び特性などから167層に分け，各

層から１市町村ずつ抽出することによって，

167市町村を選定している（「付表２ 価格調査
市町村一覧」参照）。なお，宿泊料調査は別に

98市町村を選定している。 

(2) 調査地区及び調査店舗 

調査地区は，各調査市町村において，財及

びサービスの価格を調査する｢価格調査地区｣

及び民営借家の家賃等を調査する「家賃調査

地区」を設定している。価格調査地区では，

調査品目ごとに地区内で最も代表性のある小

売店舗及びサービス事業所を調査店舗として

選定している。家賃調査地区では，地区内に

あるすべての民営借家を対象としている。た

だし，一部の財やサービス，公営・公団公社

家賃については調査市町村あるいは調査地区

を設けず，全国，都道府県又は調査市町村全

域から価格を調査している。 
選定された店舗及び事業所の数は全国で約

30,000，家賃調査の世帯数は約22,000である。 

(3) 価格調査 

調査する価格は，調査期日に調査店舗で実

際に販売されている平常の価格であり，大部

分の品目の価格を調査員の実地調査により調

査している。その際，一時的な廉売価格，災



害等に起因する異常価格，月賦販売等による

価格などは調査しない。 
なお，地域によっては出回りがない品目も

あるため，品目ごとに人口規模に応じて調査

する市町村を定め，さらに，消費者の購入形

態，店舗間の価格差等を考慮して調査地区及

び調査価格数を定めている。 
この結果，毎月の調査価格数は全国で約

233,000価格（家賃約22,000価格を含む。），東

京都区部で約19,000価格となっている。 

(4) 調査銘柄 

調査する品目は，一定の銘柄（基本銘柄）

を指定し，品質，性能，数量単位等が同じも

のを毎月継続して調査している。なお，基本

銘柄の出回りが少なくなり，価格の代表性が

なくなった場合は，その銘柄を代表性のある

他の銘柄に変更（銘柄改正）している。 

(5) 調査日 

調査日は，毎月12日を含む週の水曜日，木

曜日又は金曜日のいずれか１日である。ただ

し，日々の価格変動が大きい生鮮食品（生鮮

魚介，生鮮野菜，生鮮果物）のうち42品目及

び切り花３品目については，毎月上旬，中旬

及び下旬の旬別に調査を行うこととしており，

それぞれ５日，12日及び 22日を含む週の水曜

日，木曜日又は金曜日のいずれか１日を調査

日とし，調査日を含む前３日間の中値を調査

価格としている（旬別調査を実施している品

目については「付表１ 平成12年基準消費者物

価指数品目情報一覧」参照）。 
 

６ 比較時価格 
各市町村で調査された価格を用いて，市町村

別，品目別の平均価格を算出し，これを比較時

価格として指数計算に用いる。比較時価格の算

出方法は，次のとおりである。 

(1) 基本的な算出方法 

市町村別，品目別の価格は，調査された価

格の単純平均により算出する。また，旬別調

査品目については，上旬，中旬，下旬別にそ

れぞれ平均価格を求め，この旬別価格を単純

平均する。 

 

(2) その他の算出方法 

比較時価格は原則として上記(1)の単純平

均によるが，その他の方法により比較時価格

を求める品目がある。例を示すと次のとおり

である。 

① 加重平均によるもの 

授業料等のうち，高等学校及び中学校に

ついては市町村別に，私立大学については

都道府県別に，各学校別の在学者数をウエ

イトとして，各学校の平均授業料（入学金，

施設費を含む。）を加重平均する。 

② 所定のモデル式によるもの 

都市ガス代やタクシー代などの料金関係

品目等については，価格変化の実態をでき

るだけ正確に指数に反映するため，所定の

モデル式により価格指数を作成する。 

③ 家賃 

(ｱ) 民営家賃，公営家賃及び公団公社家賃 

民営家賃については，住宅の面積及び

構造により，木造小住宅，木造中住宅，

非木造小住宅及び非木造中住宅に区分し，

これらの区分ごとに総家賃と延面積を計

算し，これから3.3㎡当たりの価格を算出

する。また，公営家賃及び公団公社家賃

についても，総家賃と延面積から 3.3㎡

当たりの価格を算出する。 

(ｲ) 持家の帰属家賃 

各市町村の家賃区分別に民営家賃の指

数を代入する。 

④ パソコン 

パソコンについては，ＰＯＳ情報から得

られる全機種の特性と販売価格及び販売数

量を用いて，ヘドニック法により価格指数

を作成する。 

⑤ カメラ 

カメラについては，パソコンと同様の方

法で計算したデジタルカメラの価格変動を

「カメラ」の価格指数に合成する（平成15

年１月以降）。 

(3) 価格の代入 

一部の品目については調査を行っていない

市町村があるため，これらの市町村には近隣

の調査市の価格を代入して指数計算を行う。 



(4) 調査銘柄の変更等における処理 

調査銘柄の変更等を行った場合，指数計算

では物価変動以外の要因を除去した価格を接

続する。 
接続には以下の方法を採用している。 

① 同一時点において同一条件で販売されて

いる新・旧銘柄の価格差は，品質差を反映

しているとみなし，両者の価格比を用いて

接続する（オーバーラップ法）。 
② 新･旧銘柄で品質は同じで，容量だけに差

があり，価格と容量がほぼ比例的な関係に

ある場合は，新銘柄の価格を，旧銘柄の容

量に対する価格に換算して接続する。 
③ 新・旧銘柄の価格と品質等の関係が単回

帰式に当てはまる場合は，新銘柄の価格と

品質等が旧銘柄と同等な場合の価格に換算

して接続する。 
④ 旧銘柄ではオプションとなっていた装備

が，新銘柄では標準装備になったときなど

は，品質向上に伴う価格上昇をオプション

部分の購入費用に基づいて調整し，接続す

る（オプション・コスト法）。 
⑤ 新・旧銘柄を同一時点で比較することが

できない場合，その品目の価格変化は，当

該品目を除く同一類内の全品目の価格変化

の平均に等しいとみなして接続する（イン

ピュート法）。 
⑥ 新・旧銘柄の品質等が同じとみなすこと

ができる場合は，調査された価格を直接接

続する。 
 

７ 基準時価格 
指数計算に用いる基準時価格は，「６ 比較時

価格」と同様の方法で求めた平成12年１月～12

月の価格の単純平均により算出する。ただし，

生鮮食品（生鮮魚介，生鮮野菜，生鮮果物）に

ついては，月別ウエイトによる加重平均により

算出する。 

 
８ ウエイト 
 指数計算に用いるウエイトの作成方法は，次

のとおりである。 

 

(1) ウエイトの資料 

ウエイトは，総務省統計局実施の家計調査

によって得られた，平成12年平均１か月間の

１世帯当たり品目別消費支出金額を用いて作

成する。ただし，生鮮食品（生鮮魚介，生鮮

野菜，生鮮果物）の品目別ウエイトは，平成

12年の品目別支出金額のほか，平成11年及び

12年の月別購入数量を用いて作成する。 
家計調査は全国の世帯を調査対象とし，全

国から選定した168の市町村において，毎月約

8,000世帯を調査している（家計調査の概要に

ついては「家計調査年報」参照）。 

(2) ウエイトに採用する家計調査品目の範囲 

消費者物価指数は，世帯の消費生活に及ぼ

す物価の変動を測定するものであるから，ウ

エイトに採用する家計調査の品目の範囲は消

費支出に限定される。したがって，所得税・

住民税や社会保険料などの非消費支出，預貯

金，保険掛金，有価証券購入などの貯蓄及び

財産となる住宅や土地の購入などの実支出以

外の支出はウエイトに含まれない。 
また，消費支出のうち，仕送り金，贈与金，

信仰・祭祀費（お経料，さい銭など）及び他

の負担費（町内費，消防費，街灯費など）は，

一般に市場が存在しないこと，支払う費用と

受ける対価の関係が明確でないこと，あるい

は他の世帯等への所得移転であることなどの

理由から，ウエイトの算定から除外する。 
なお，持家の住宅費用については，帰属家

賃方式により指数に組み入れている。帰属家

賃ウエイトの作成方法については，（6）に示

すとおりである。 

(3) 指数品目と家計調査品目との対応 

指数品目と家計調査品目とが１対１で対応

する場合は，原則としてそのまま対応させる。    
これ以外の場合は，以下の方法によっている。 
① 一つの家計調査品目が複数の指数品目に

対応する場合は，家計調査品目の支出金額

を分割して複数の指数品目に配分する。 
② 複数の家計調査品目が一つの指数品目に

対応する場合は，家計調査品目の支出金額

を合計して一つの指数品目に対応させる。 
 



③ 家計調査品目のうち「他の○○」と称する

品目については，これに含まれる指数品目

がある場合には，該当する品目のそれぞれ

に配分し，これ以外については，指数の該

当する類の中の各品目に比例配分する。 

④ 「こづかい」及び「つきあい費」について

は，総務省統計局実施の平成11年全国消費

実態調査の結果を用いて，指数の該当する

類及び品目のそれぞれに配分する。 

(4) 層の大きさによる調整 

指数品目に対応させた品目別１か月１世帯

当たり支出金額に，各市町村の抽出された層

の大きさ（２人以上の世帯数）に見合う調整

係数を乗じ，最終的なウエイトを作成する。 

(5) 生鮮食品の月別ウエイト 

生鮮食品（生鮮魚介，生鮮野菜，生鮮果物）

の類ウエイトは，前述の方法によって作成し

たウエイトを年間を通し固定して用いるが，

これらの類に含まれる品目のウエイトは，

月々の相対割合を変える月別ウエイトを用い

る。月別ウエイトは，平成12年の品目別支出

金額に，平成11年及び12年の月別購入数量を

用いて作成する。このようにして求めた品目

別ウエイトの合計と，先に求めた類ウエイト

とは一致しないので，類ウエイトに合うよう

品目別ウエイトを比例的に調整してある（月

別ウエイトについては「付表３ 生鮮食品の月

別ウエイト」参照）。 

(6) 持家の帰属家賃ウエイト 

先に述べたように，住宅購入は財産の購入

であるので，消費者物価指数の対象に含まれ

ない。しかし，自己が所有する住宅に居住し

た場合，家賃の支払いはないものの，所有す

る住居から受けるサービスを自分自身で生産

し，消費していると考えることができる。こ 

のサービス額を一般市場価格で評価し，家計

の消費支出として計上するのが「持家の帰属

家賃」の概念であり，これをウエイトに組み

込んだものが持家の帰属家賃ウエイトである。 
持家の帰属家賃ウエイトは，平成11年全国

消費実態調査において推計された「持家の帰

属家賃」を基に，次のように算出している。 

① 家計調査の持家の住宅費用に計上されて

いる支出金額と重複している「家賃・地代」

及び「設備修繕・維持」の金額を控除する。 

② 平成11年全国消費実態調査と同時期の家

計調査の消費支出金額の水準差を調整する。 

③ 平成12年ベースとするため，平成11年か

ら12年にかけての「持家の帰属家賃」指数

の変化率を用いて調整する。 

④ 平成10年住宅・土地統計調査の結果より

求めた持家率を乗じる。  
 
９ 指数の計算 
(1) 指数の計算方法 

指数の計算は，まず，品目別価格指数を品

目別ウエイトにより加重平均して，最小類の

指数を算出し，次に，これらの最小類指数を

それに対応するウエイトにより加重平均して

上位類の指数を算出する。以下同様にして，

中分類指数，10大費目指数，総合指数の順に

積み上げる。 

また，全国平均指数（都市階級別，地方別

の指数も同様）は，市町村ごとの品目別の価

格指数（Ｐti／Ｐ0i）を市町村ごとのウエイト

（市町村別１世帯当たり支出金額に，各市町

村の属する層の世帯数に比例した調整係数を

乗じたもの）により加重平均して，品目別の

全国平均価格指数を求め，これを全国平均の

品目別ウエイトにより加重平均して類指数を 

 
市町村別，品目     市町村別，品目     市町村別     市町村別      市町村別 
別 価 格 指 数     別ウエイト       類 指 数     類ウエイト     総合指数 

 
 
市町村別，品目                              都市階級別，地方別 
別ウエイト                                の指数も同様 

 
 
全 国 平 均     全国平均，品目     全国平均     全国平均      全国平均 
品目別価格指数     別ウエイト       類 指 数     類ウエイト     総合指数 

 



計算し，順次総合指数まで計算する。 

 

(2) 年平均，年度平均，四半期平均及び半期平

均指数の計算方法 

生鮮食品以外の品目別価格指数及び類指数

の年平均は，１月～12月の各月の指数の単純

平均によって計算し，生鮮食品の品目別価格

指数は，月別ウエイトによる加重平均によっ

て算出する。年度平均，四半期平均及び半期

平均指数についても，年平均指数と同様に算

出する。 

(3) 指数の変化率，寄与度及び寄与率の計算方

法 

① 変化率 

変化率は２時点間の物価の上がり下がり

を表すもので，前月比，前年同月比，前年

比などがあり，次の式により求める。 

            当期の指数 － 前期の指数 
                前期の指数 
 
             当期の指数 
             前期の指数 

 
② 寄与度，寄与率 

寄与度はある品目又は類の指数の変動が，

総合指数の変化率のうち何ポイント寄与し

たかを示したものであり，次の式により求

める。 

品目Ａの寄与度＝ 

当期の品目 前期の品目 品目Ａのウエイト 
Ａの指数  Ａの指数   総合のウエイト 

        前期の総合指数 

また，寄与率は，総合指数の変化率に対す

る各品目の寄与度を百分率で表したもので

あり，次の式により求める。 

          品目Ａの寄与度 

        総合指数の変化率(%) 
 
 
 

10 季節調整済指数の作成方法 
物価変動の基調をみるために，季節調整済指

数を作成している。 

季節調整の方法は，アメリカで開発されたセ

ンサス局法Ⅱ（Ｘ－11）によっている。特異項

認定のための管理限界は「2.0σ～3.0σ」で，

その他は標準オプションを用いている。 

なお，季節調整済指数は，当初前年12月まで

のデータから求めた推定季節指数で当年の各月

の原系列を除して算出する。その後当年12月ま

でのデータがそろった時点でそのデータを含め

て再計算し，季節調整済指数の改訂を行う。 

 
11 指数の作成系列 

(1) 基本分類指数 

基本分類指数は，全体の物価の動きを平均

した「総合」と，その内訳を消費の目的によ

り費目別に分類した指数であり，全国及び東

京都区部については，10大費目及びこれを細

分化した品目別価格指数までを作成する。ま

た，都市階級，地方・大都市圏，東京都区部

を除く都道府県庁所在市，川崎市及び北九州

市の70地域は，10大費目及びこれを細分化し

た中分類指数を作成する（地域については「付

表２ 価格調査市町村一覧」参照）。 

なお，基本分類の別掲項目として，「生鮮食

品を除く総合」，「持家の帰属家賃を除く総

合」，「持家の帰属家賃及び生鮮食品を除く総

合」などの指数も作成する。 

(2) 財・サービス分類指数 

財・サービス分類指数は，品目を主として

財であるかサービスであるかによって分類し，

さらにこれを細分化した指数であり，全国及

び東京都区部について作成する（各品目の

財・サービス分類への分類については「付表

１ 平成12年基準消費者物価指数品目情報一
覧」参照）。 

(3) 世帯属性別指数 

世帯の収入や世帯主の年齢などによって世

帯の消費構造が異なることから，物価変動の

影響は世帯の属性により異なることが考えら

れる。このような世帯の属性別の物価変動を

分析するため，世帯属性別指数を作成する。

指数作成に使用するウエイトは，家計調査の

平成12年平均全国の結果における当該属性を

持つ世帯の品目別支出金額を用いて，基本分

変化率（％）＝ ×100 

＝ ×100 －１ 

× 
×100 

品目Ａの寄与率(％)＝ ×100

－



類指数のウエイトと同様の方法で作成する。

なお，品目別価格指数は，基本分類指数にお

ける全国平均品目別価格指数を用いる。作成

系列は次のとおりである。 
① 勤労者世帯年間収入五分位階級別及び標

準世帯……月別指数及び年平均指数（全国） 

② 世帯主の年齢階級別…年平均指数（全国） 

③ 世帯主の職業別………年平均指数（全国） 

④ 住居の所有関係別……年平均指数（全国） 

(4) 品目特性別指数 

品目特性別指数には，基礎的・選択的支出

項目別指数及び品目の年間購入頻度階級別指

数がある。 

基礎的・選択的支出項目別指数は，家計調

査の品目別支出弾力性結果に基づいて，基礎

的支出項目とみられる品目と，選択的支出項

目とみられる品目とに区分し，全世帯及び勤

労者世帯の年間収入五分位階級別に物価指数

を計算したものである。また，品目の年間購

入頻度階級別指数は，家計調査の100世帯当た

り年間購入頻度結果に基づいて品目を各階級

に区分し，物価指数を計算したものである。

ウエイトの作成及び品目別価格指数について

は，世帯属性別指数と同様である。 
作成系列は次のとおりである。 

① 基礎的・選択的支出項目別……月別指数

及び年平均指数（全国） 

② 品目の購入頻度階級別……月別指数及び

年平均指数（全国） 

(5) 参考指数 

家計の消費構造の変化をより迅速に指数に

反映させるため，ラスパイレス連鎖基準方式

による指数及び中間年バスケット方式による

指数を作成する。ラスパイレス連鎖基準指数

は，当年についてその前年を基準とする指数

を算出し，これら隣接する２時点間の指数を

順次掛け合わせた指数である。また，中間年

バスケット指数は，基準年と比較年の中間年

に当たる年の消費構造を用いた指数である。 

また，単身世帯の増加に対応するため，２

人以上の世帯と単身世帯を併せた「総世帯」

の指数を作成する。 
 

  作成系列は次のとおりである。 
① ラスパイレス連鎖基準指数……年平均指

数（全国・東京都区部） 
② 中間年バスケット指数……年平均指数

（全国・東京都区部） 
③ 総世帯指数……年平均指数（全国） 
 

12 指数の公表 
消費者物価指数は，原則として毎月26日を含

む週の金曜日の午前８時30分に公表している。

公表内容は，全国の前月分と東京都区部の当月

分の中旬速報値である。なお，12月分及び３月

分公表時には，年平均指数及び年度平均指数を

それぞれ公表している。 

公表した指数については，次の報告書にまと

めている。 
① 消費者物価指数速報冊子…全国及び東京

都区部のそれぞれについて，当該月の基本

分類指数及び財・サービス分類指数を収録。

なお，全国の冊子には当該月の地域別10大

費目指数も収録。毎月公表日に刊行。 

② 消費者物価指数月報…公表日翌月上旬に

刊行。 

③ 消費者物価指数年報…当該年翌春に刊行。 

これらはインターネットにも掲載している。 

このほか，ＦＡＸサービスでも主要な結果を

提供している（巻末「消費者物価指数の利用に

ついて」参照）。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

消費者物価指数の沿革 
消費者物価指数(CPI－Consumer Price Index)の

計算は，昭和21年８月に開始された。 

当時の指数は，戦後の混乱期の物価上昇を早急

に測定するため，昭和21年８月～22年３月の８か

月間の変則的な期間を基準時とし，さらに，日常

の生活用品についても統制価格とヤミ価格の二重

の価格体系が併存する状態であったため，消費者

価格調査（現行家計調査の前身）から得られる実

効価格（統制価格とヤミ価格を購入数量により加

重平均した価格）とウエイトを用い，フィッシャ

ーの理想算式によって作成された。その後，消費

者価格調査の資料も整ってきたので，昭和24年８

月に第１回の改定が行われ，基準時を昭和23年１

月～12月の１年間に，また，算式もラスパイレス

式に改められ，昭和21年８月までさかのぼって改

定された。次いで，昭和25年ごろになると，経済

状態も落ち着いてきたので，昭和25年６月から新

たに小売物価統計調査が開始され，昭和27年９月

には指数の基準時が昭和26年の１年間に改められ

るとともに，従前の実効価格を小売物価統計調査

から得られる小売価格に変更した。その後は，消

費構造の変化を考慮して，昭和30年以降，５年ご

とに基準時が改定されてきた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

指数の地域区分は，当初は全都市平均及び東京

都区部の２地域のみであったが，昭和26年基準か

らは，この２地域のほかに小売物価統計調査及び

家計調査を行っている他の27標本都市も合わせて，

29地域となった。その後昭和37年７月に小売物価

統計調査及び家計調査が全国に拡大されたのに伴

い，昭和40年基準の改定においては，全国平均，

都市階級，地方，県庁所在市及び北九州市の合計

68地域に拡大した。昭和50年基準の改定以降は，

昭和47年に復帰した沖縄県の調査市町村の指数を

作成し全国平均に含めるとともに，川崎市等を追

加して72地域となっている。 

指数の分類体系は，作成開始以来５大費目によ

る分類であったが，昭和56年１月よりウエイトの

資料となる家計調査の収支項目分類が改正された

ことに伴い，昭和55年基準の改定からは，10大費

目による分類に改められた。 

総合指数については，昭和45年基準改定から「持

家の帰属家賃」指数の算定を開始し，「持家の帰属

家賃を含む総合」を参考系列として作成してきた

が，昭和60年基準改定に際し，これを総合指数と

した。 

 
 
 


